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調達要求番号： 61-08-0518-4003 

情 報 本 部 仕 様 書  

物品番号  仕 様 書 番 号 

品  名 

又は 

件  名 

監視制御部及び発動発電機部 

現地年次点検整備 

ＤＩＨ－ＬＤ－２４０２２Ａ 

大臣承認 令和  年  月  日 

作  成 令和 ６年 ７月２４日 

改  正 
令和 ８年 ５月１８日 

令和  年  月  日 

作  成 情報本部 電波部 

1. 総則 

1.1  適用範囲 

 この仕様書は，情報本部において使用する監視制御部及び発動発電機部の現地における年次の法

定点検整備（以下，“本契約”という。）について規定する。 

1.2  用語の定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００

００２による。 

1.3  引用文書等 

1.3.1  引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲において，この仕様書の一部を成すも

のであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし，本契約の履行中に，引用文書に

定める法令等に変更があった場合は，その最新版が優先されるものとする。 

a) 仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１ 陸上自衛隊電子機器共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２ 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書 

b) 法令等 

情報本部における立入禁止場所等に関する達（平成20年情報本部達第4号） 

消防用設備等の点検要領の全部改正について（平成 14年消防予 172号） 

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備点検等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定め

る件（昭和 50年消防庁告示第 14号） 

消防法施行規則に基づき，消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う

点検の期間，点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件（平成 16年消防庁

告示第 9号） 

秘密保全に関する訓令の解釈及び運用について（通達）［防防調第 4607号（19.4.2）］ 

情報本部の情報保証に関する達の運用について（通達）［情本計第452号（令和5年6月29日）］ 

1.3.2  関連文書 

 関連文書は，次による。 

a) 仕様書 

ＧＳ－Ｃ５２４５８３     発動発電機ＧＧＮ－５０２－（ ） 

ＧＳ－Ｃ５２６０１０     非常用発動発電機ＧＧＮ－６２５－（ ） 

ＧＳ－Ｃ５３６２７６     監視電源装置ＧＧＭ－１５２ 
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ＧＳ－Ｃ５３６３２６     監視電源装置ＧＧＭ－１５４ 

ＧＳ－Ｃ５３６３４７     監視電源装置ＧＧＭ－１５５ 

ＧＳ－Ｃ５３６４０１     監視電源装置ＧＧＭ－１５６ 

ＧＳ－Ｃ５３６５９９     監視電源装置ＧＧＭ－１５７ 

b) 法令等 

消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号） 

秘密保全に関する訓令（平成19年防衛省訓令第36号） 

情報本部の情報保証に関する達（平成 20 年情報本部達第 5 号） 

情報本部における秘密保全に関する達（令和6年情報本部達第3号） 

 

2. 整備に関する要求 

2.1  一般的要求事項 

一般的要求事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の附属書ＡのA.3.1.1による。 

2.2  整備の種類 

 整備の種類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の

2.2 f)に示す“点検”とする。 

2.3  整備の作業方式 

整備の作業方式は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００

２の2.3 f)に示す“整備診断作業方式”とする。 

2.4  整備実施場所等 

整備実施場所，期間及び整備対象器材は，調達要領指定書によって指定する。 

2.5  整備実施要領 

2.5.1  点検 

点検は，“消防用設備等の点検要領の全部改正について”に示された点検要領及びＧＬＴ－ＣＧ

－Ｚ５００００２の附属書ＡのA.2による。 

なお，その他については調達要領指定書によって指定する。 

2.5.2  整備 

整備は，2.5.1によって特定された不具合箇所について，当該点検整備期間内に整備及び部品交換

が可能な軽微な内容の場合について行い，細部については調達要領指定書によって指定する。 

2.5.3  交換部品 

交換部品は，調達要領指定書によって指定する。また，特に指定する場合を除き，契約の相手方

において準備する。 

2.6  性能 

性能は，当該機器本来の性能を満足しなければならない。 

2.7  運用の継続 

 運用の中断を防ぐため，2.5.1及び2.5.2の作業については，特に指定する場合を除き，契約の相

手方において準備したバックアップ電源を使用する。 

2.8  報告書等 

 契約の相手方は，2.5の実施後，報告書等を作成し，監督官の確認を得たのち，4.1に基づき，提

出するものとする。 

2.8.1  点検結果報告書 
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点検結果報告書は，“消防法施行規則に基づき，消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び

点検内容に応じて行う点検の期間，点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める

件”の別記様式第１消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書，“消防用設備等の点検の

基準及び消防用設備点検等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件”の別記様式第２４

非常電源（自家発電設備）点検票及び別記様式第２５非常電源（蓄電池設備）点検票によるものと

し，点検終了後速やかに，調達要領指定書に示す情報本部（各通信所等）に提出する。 

2.8.2  点検結果総括表 

点検結果総括表は，“消防法施行規則に基づき，消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び

点検内容に応じて行う点検の期間，点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める

件”の別記様式第２消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表によるものとし，点検終了

後速やかに，調達要領指定書に示す情報本部（各通信所等）に提出する。 

2.8.3  点検者一覧表 

点検者一覧表は，“消防法施行規則に基づき，消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点

検内容に応じて行う点検の期間，点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件”

の別記様式第３消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表によるものとし，点検終了後速や

かに，調達要領指定書に示す情報本部（各通信所等）に提出する。 

2.8.4  作業記録表 

契約の相手方は，作業終了後速やかに作業記録表を作成し，調達要領指定書に示す情報本部（各

通信所等）に提出する。 

2.8.5  試験成績書 

試験成績書は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の箇条7によるものとし，試験終了後速やかに，調

達要領指定書に示す情報本部（各通信所等）に提出する。 

 

3. 品質保証 

3.1  監督・検査 

 監督及び検査は，支出負担行為担当官等の定める監督・検査実施要領に基づき実施する。 

 

4. その他の指示 

4.1  提出書類 

 契約の相手方は，表に示す書類を提出するものとする。 
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表－提出書類 

番号 名  称 数量 
取扱 
区分 

媒体 a) 提出時期 b) 提出先 c) 

１ 点検結果報告書 

各１部 － 
紙 
及び 
電子 

点検終了後，速
やかに 

情報本部 
（各通信所等） 

２ 点検結果総括表 

３ 点検者一覧表 

４ 作業記録表 
作業終了後，速
やかに 

５ 試験成績書 
試験終了後，速
やかに 

注 a)  電子媒体は，ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒとし，追記書き込み不可の状態とする。 

注 b)  電子媒体は，番号１～５をまとめて試験終了後，又は試験がない場合は作業終了後、納期ま 

でに提出できるものとする。 

注 c)  情報本部（各通信所等）に変更がある場合は，調達要領指定書による。 

 

4.2  無償貸付品及び官給品 

無償貸付品及び官給品は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条5によるものとし，特に必要と

認められる場合においては，調達要領指定書によって指定する。 

なお，無償貸付の申請及び官給の申出は，契約の相手方が希望する１ヶ月前を基準として行うも

のとし，無償貸付及び官給の時期並びに場所は，官側の指示によるものとする。 

4.3  交換済部品の返納要領・返納場所 

交換済部品の返納要領は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.9.7による。また，調達要領指定書

によって指定する場合を除き，契約の相手方において処分する。 

4.4  情報の保全等 

 情報の保全等は，次のとおりとする。 

a) 契約の相手方は，契約の履行上，直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らし

てはならない。 

b) 契約の相手方は，契約を履行するにあたり，電子計算機，可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・

記録機器を持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は，事前に情報本部の情報保証に

関する達の運用について（通達）及び秘密保全に関する訓令の解釈及び運用に関する細部実施要

領について（通達）に定める申請を行い，許可を得るものとする。 

c) 契約の相手方は，持ち込み及び持ち込み使用する電子計算機，可搬記憶媒体及び携帯型情報通

信・記録機器に対し，複数のウイルススキャンソフトでウイルス等の混入がされていないこと

を確認し，その結果を官側に提示するものとする。 

4.5  立入禁止場所への立入り等 

 立入禁止場所への立入り等については，次のとおりとする。 

a) 契約の相手方は，契約を履行するにあたり，立入禁止場所へ立入る際には，事前に情報本部に

おける立入禁止場所等に関する達に定める申請を行い，許可を得るものとする。 

b) 立入禁止場所への立入の申請を行うにあたっては，秘密保全に対する意識が十分にかん養され

ている，立入にふさわしい人物をもって充てること。 

c) 立入禁止場所の入退室及び作業にあたっては，官側の立会者の統制に従うこと。 

4.6  官側の支援 

 契約の相手方は，契約を履行するにあたり，次の事項について官側の支援を必要とする場合には，
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官側と調整し，無償で官側の支援を受けることができる。 

a) 現地における官側が保有する電話，電力及び水等の使用 

b) 現地における現地作業に必要な官有器材及び施設等の利用 

c) 現地における現地作業に必要なデータ及び資料等の提示 

d) その他，支出負担行為担当官等が必要と認めた事項 

4.7  仕様書の疑義 

 契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合には，速やかに支出負担行為担当官と協議するも

のとする。 

． 



 

 

 

 

調 達 要 領 指 定 書  

 

発 簡 番 号  

調 達 要 求 番 号 61-08-0518-4003 

調 達 要 求 年 月 日 令和 ８年 ５月１８日 

作 成 部 課 情報本部 電波部 

作 成 年 月 日 令和 ８年 ５月１８日 

品 名 監視制御部及び発動発電機部現地年次点検整備 

仕 様 書 番 号 ＤＩＨ－ＬＤ－２４０２２Ａ 

指 定 事 項： 

 

１ 2.4 整備実施場所等 

整備実施場所、期間及び整備対象器材については，次による。 

番号 整備実施場所 
整備対象器材 

発電出力 
発動発電機 

数量 
製造業者 

監視制御部 発動発電機 

１ 情報本部（東千歳） 監視電源装置 GGM-155 
１２００ｋＷ 
（１５００ｋＶＡ） 

３ 富士電機 

２ 情報本部（小舟渡） 監視電源装置 GGM-157 
３２０ｋＷ 

（４００ｋＶＡ） 
２ 富士電機 

３ 

情報本部（美保） 

非常用発動発電機GGN-625-Y 
５００ｋＷ 
（６２５ｋＶＡ） 

２ 富士電機 

４  
非常用 
発動発電機 
GGN-625-B-Y 

５００ｋＷ 
（６２５ｋＶＡ） 

２ 富士電機 

５ 

情報本部（太刀洗） 

監視電源装置 GGM-154 
４００ｋＷ 
（５００ｋＶＡ） 

１ 富士電機 

６ 

 

発動発電機 
GGN-502-Y 

４００ｋＷ 
（５００ｋＶＡ） 

１ 富士電機 

７ 
発動発電機 
GGN-502-Y-B 

４００ｋＷ 
（５００ｋＶＡ） 

１ 富士電機 

８ 情報本部（川内） 監視電源装置 GGM-152 
４００ｋＷ 
（５００ｋＶＡ） 

２ 富士電機 

９ 情報本部（喜界島） 監視電源装置 GGM-156 
５００ｋＷ 
（６２５ｋＶＡ） 

２ 富士電機 

(1) 期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までの間とする。 

(2) 機器点検を２回／年、総合点検を１回／年（機器点検の２回目と総合点検については、同日 

もしくは同期間に）実施する。 

 (3) 番号６ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ、番号７ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ－Ｂ及び 
番号９ 監視電源装置ＧＧＭ－１５６については、機器点検１回／年のみとする。 

 

 



 

 

 

２ 2.5.1 点検 

(1) 総合点検については、契約の相手方において用意した模擬負荷試験装置にて負荷運転を実施す 

る。ただし、番号６ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ、番号７ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ 
－Ｂ及び番号９ 監視電源装置ＧＧＭ－１５６については、実施しない。 

(2) 予防的な保全策を実施し、2.5.3にて示された交換部品を交換する。ただし、番号６ 発動発 
電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ、番号７ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ－Ｂ及び番号９ 監視電源装 
置ＧＧＭ－１５６については、交換部品を交換しない。 

(3) 内部観察等は実施しないものとする。 

(4) 切替性能及び負荷運転（実負荷または模擬負荷）にて監視制御部との連接を確認する。ただし、 

番号６ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ、番号７ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ－Ｂ及び 

番号９ 監視電源装置ＧＧＭ－１５６については、実施しない。 

 

３ 2.5.2 整備 

(1) 各装置の端子に緩みがある場合は、締める。 

(2) 排気筒の支持金具に緩みがある場合は、締める。 

(3) ファン駆動用のＶベルトについて緩みがある場合は、調整する。 

(4) 継電器にほこりがある場合は、取り除く。 

(5) 監視制御部のネジ・コネクタに緩みがある場合は、締める。 

(6) 監視制御部にほこりがある場合は、取り除く。 

 

４ 2.5.3 交換部品 

交換部品については，次による。 

番号 品 名 規格等 数量 使用場所 

１ 

エンジンオイル 

10W-30 570 ℓ 情報本部（東千歳） 

２ 10W-30 200 ℓ 情報本部（小舟渡） 

３ 

15W-40 

400 ℓ 情報本部（美保） 

４ 100 ℓ 情報本部（太刀洗） 

５ 200 ℓ 情報本部（川内） 

６ 

ロングライフクーラント － 

480 ℓ 情報本部（東千歳） 

７ 80 ℓ 情報本部（小舟渡） 

８ 200 ℓ 情報本部（美保） 

９ 40 ℓ 情報本部（太刀洗） 

１０ 80 ℓ 情報本部（川内） 

 

 

 

 

 



 

 

 

番号 品 名 規格等 数量 使用場所 

１１ 

オイルフィルター（フロー）a) 37540-11100 

12式 情報本部（東千歳） 

１２ 4式 情報本部（小舟渡） 

１３ 8式 情報本部（美保） 

１４ 2式 情報本部（太刀洗） 

１５ 4式 情報本部（川内） 

１６ 

オイルフィルター（バイパス）a) 37540-02100 

3式 情報本部（東千歳） 

１７ 2式 情報本部（小舟渡） 

１８ 4式 情報本部（美保） 

１９ 1式 情報本部（太刀洗） 

２０ 2式 情報本部（川内） 

２１ 

燃料フィルターa) 32562-70200 

12式 情報本部（東千歳） 

２２ 4式 情報本部（小舟渡） 

２３ 8式 情報本部（美保） 

２４ 2式 情報本部（太刀洗） 

２５ 4式 情報本部（川内） 

注 a) 正規品のファクトリー・ニューとする。 

 

５ 2.7 運用の継続 

  バックアップ電源は下記の基準を満たすこととする。 

(1) 自動始動盤付きとするが、現地との調整により、手動始動盤付きに変更することができる。 

(2) 当該施設における電源容量を考慮した器材を選定すること。 

(3) 消防対応品または準拠品であること。 

(4) 定格負荷で８時間以上連続運転が可能であり、騒音は敷地境界線で６０ｄＢ（Ａ）以下である  

こと。 

(5) 契約の相手方は事前に所轄官庁と調整を行い、作業の前日までに手続きの完了を示す書面を、 

現地の監督官に提出すること。 

(6) 契約の相手方はバックアップ電源の設営に関わる全ての部材を準備するほか、接続にあたって 

は、当該施設における電気設備を熟知したうえで、点検開始前に配線作業を行うこと。また、 

点検終了後は速やかに現状復旧を行うこと。なお、当該施設への損傷または汚損が認められた 

場合は、作業前の状態に修復を行うこと。 

 (7) 番号１ 監視電源装置ＧＧＭ－１５５、番号２ 監視電源装置ＧＧＭ－１５７、番号５ 監視 

電源装置ＧＧＭ－１５４及び番号８ 監視電源装置ＧＧＭ－１５２については、不要とする。 

(8) 番号６ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ、番号７ 発動発電機ＧＧＮ－５０２－Ｙ－Ｂ及び 
番号９ 監視電源装置ＧＧＭ－１５６については、適用外とする。 

 



 

 

 

６ 4.1  提出書類 

  契約の相手方は，表に示す書類を提出するものとする。 

表－提出書類 

番号 名  称 数量 
取扱 
区分 

媒体 提出時期 提出先 

１ 点検結果報告書 

各１部 － 

紙 
及び 

電子 

点検終了後，速
やかに 

情報本部 
（東千歳） 

情報本部 
（小舟渡） 

情報本部 
（美保） 

情報本部 
（太刀洗） 

情報本部 
（川内） 

情報本部 
（喜界島） 

２ 点検結果総括表 

３ 点検者一覧表 

４ 作業記録表 
作業終了後，速
やかに 

５ 試験成績書 
試験終了後，速
やかに 

 


